
令和５年12月市議会 建設水道委員会資料

第182号議案 令和５年度長崎市一般会計補正予算（第11号）
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令和3年6月に千葉県八街市で発生した通学路における交通事故を受け、緊急通学路合同点検を実施し、緊
急的な対策が必要と判断された箇所について、国の補助金を活用し、通学路における児童等の安全を確保する
ための対策を実施するもの。
事業期間 ： 令和3年度～令和8年度
事業計画 ： 対策箇所 92箇所（対策数 154）

【令和5年度当初事業内容】
9箇所対策工事

１ 事業概要

国の1次補正予算成立により補助の内示を受けたことから、予算を増額補正するもの。

２ 補正内容

区 分 路 線 事業内容 事業費

12月補正 中央総合事務所 辻町高尾町線 工事 14,000

（単位：千円）

予算説明書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

54～55 ８
土木費

２
道路

橋りょう費

４
交通安全
施設費

1 - 1 【補助】交通安全施設整備事業費
通学路緊急安全対策

千円
１４，０００
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※1 国庫補助率 対象事業費（14,000千円）の55％
※2 補正予算債 充当率100％（交付税措置率50％）

区 分 事 業 費

財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

当初予算
千円

１３２，６００
千円

７２，１０５
千円
－

千円
５４，３００

千円
－

千円
６，１９５

12月補正 １４，０００ ７，７００ － ６，３００ － －

補正後 １４６，６００ ７９，８０５ － ６０，６００ － ６，１９５

３ 財源内訳

※1 ※2
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４ 位置図・写真

現況写真①

完成イメージ

全体計画 L=345m

高尾小学校

小峰町

高尾町

三原1丁目

工事延長 L=120m

（第11号補正）※繰越明許費

工事延長 L=120m

（第9号補正）※繰越明許費

工事延長 L=105m

辻町高尾町線（歩道設置）

【補助】交通安全施設整備事業費
通学路緊急安全対策

写真①

凡　　　例
令和5年度当初予算で施行

令和5年度補正予算で施行

（1）位置図 （2）写真

-4-



※1 国庫補助率 対象事業費（14,000千円）の55％
※2 補正予算債 充当率100％（交付税措置率50％）

国の1次補正予算に伴う辻町高尾町線の工事が年度内に完了しない見込みであるため。
(完了予定時期 令和6年9月）

１ 繰越事由
※中央総合事務所

２ 財源内訳

予 算 説明書 【 繰 越 明 許費 】
事 業 名 繰越明許額

ページ 款 項 目

80～81 ８
土木費

２
道路橋りょう費

４
交通安全施設費

【補助】交通安全施設整備事業費
通学路緊急安全対策

千円
１４，０００

区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

12月補正後
予算現額

千円
１４６，６００

千円
７９，８０５

千円
－

千円
６０，６００

千円
－

千円
６，１９５

支出予定額 １２１，４００ ６５，９４５ － ４９，８００ － ５，６５５

繰越明許額
（第9号補正）

１１，２００ ６，１６０ － ４，５００ － ５４０

繰越明許額
（第11号補正）

１４，０００ ７，７００ － ６，３００ － －

繰越明許額計 ２５，２００ １３，８６０ － １０，８００ － ５４０

※1 ※2

-5-



社会資本総合整備事業費（防災・安全交付金）を活用し、都市公園において、長寿命化計画に基づく老朽化した
施設の改築・更新を行い、公園利用者が安全・快適に過ごせる公園環境を整えるもの。

【令和5年度当初事業内容】
11公園整備工事
【令和5年度内示後事業内容】

8公園整備工事

１ 事業概要

国の1次補正予算成立により補助の内示を受けたことから、予算を増額補正するもの。

２ 補正内容

区 分 公園名 事業内容 事業費

12月補正

中央総合事務所 女の都運動公園・かめ焼公園 遊戯施設更新 38,500

東総合事務所 矢上団地第２公園 遊戯施設更新 10,000

北総合事務所 三京南公園 遊戯施設更新 16,400

計 64,900

（単位：千円）

予 算 説明書
事 業 名 補正額

ページ 款 項 目 番号

58～59 ８
土木費

５
都市計画費

６
公園費 3 - 1 【補助】公園等施設整備事業費

公園施設長寿命化（総合事務所）

千円
６４，９００

-6-



区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

当初予算
千円

８０，５００
千円

３９，１００
千円
－

千円
３７，１００

千円
－

千円
４，３００

12月補正 ６４，９００ ３２，０５０ － ３２，８００ － ５０

補正後 １４５，４００ ７１，１５０ － ６９，９００ － ４，３５０

３ 財源内訳

※1 国庫補助率 対象事業費（64,100千円）の50%
※2 補正予算債 充当率 100%（交付税措置率 50%）

※1 ※2
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1 女の都運動公園

2 かめ焼公園

3 矢上団地第2公園

4 三京南公園

【補助】公園等施設整備事業費 公園施設長寿命化（総合事務所）

４ 位置図
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No. 公園名・施設・所在地 現況 更新イメージ

1

【女の都運動公園】
・複合遊具ほか

（女の都１丁目）

2

【かめ焼公園】
・複合遊具

（花園町）

3

【矢上団地第２公園】
・複合遊具ほか

（かき道２丁目）

4

【三京南公園】
・複合遊具

（三京町）

５ 更新予定施設一覧
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※1 国庫補助率 対象事業費（64,100千円）の50％
※2 補正予算債 充当率100％（交付税措置率50％）

国の1次補正予算に伴う工事が年度内に完了しない見込みであるため。
(完了予定時期 令和6年10月）

１ 繰越事由
※中央・東・北総合事務所

２ 財源内訳

予 算 説明書 【 繰 越 明 許費 】
事 業 名 繰越明許額

ページ 款 項 目

82～83 ８
土木費

５
都市計画費

６
公園費

【補助】公園等施設整備事業費
公園施設長寿命化（総合事務所）

千円
６４，９００

区 分 事 業 費
財 源 内 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

12月補正後
予算現額

千円
１４５，４００

千円
７１，１５０

千円
－

千円
６９，９００

千円
－

千円
４，３５０

支出予定額 ８０，５００ ３９，１００ － ３７，１００ － ４，３００

繰越明許額 ６４，９００ ３２，０５０ － ３２，８００ － ５０※1 ※2
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